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措置を行う範囲（斜線）が限定

・敷地内1か所で調査した結果、

健康被害又は生活環境被害の

おそれがある汚染が判明 

・詳細調査により敷地全

体の汚染状況が判明 

調
査

措
置

詳細調査を
行う場合 

措置を行う範囲（斜線）が過大

区域指定 

（汚染が判明した範囲のみ）

詳細調査を 
行わない場合

区域指定 

（敷地内全ての範囲）

必要に応じ

て調査命令 

（罰則あり）

 ●：調査地点（汚染あり）

〇：調査地点（汚染なし）

10m 

10m 


